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フリガナ

氏 名

適 用 期 間

生年月日

利用者負担の
割合

保険者番号
並びに保険
者の名称及
び印

開始年月日
終了年月日
開始年月日
終了年月日

船橋市湊町２丁目10番25号
電話　047－436－2304

介護保険サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3
割を負担します。要介護（要支援）認定を受けた人と総合事業の事業対象者の人に、
利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。

65歳以上（第1号被保険者）で一定以上の所得のある人は、介護保険サービスを利用
するときの自己負担が2割または3割となります。ただし利用者の負担額には月額の上限
額の設定（高額介護サービス費45ページ参照）があるため、全ての方の実際の負担が
2倍または3倍になるものではありません。

サービス提供事業者に被保険者証、負担割合証、サービス利用票※を提示して、ケア
プランに基づいたサービスを利用します。
※作成したケアプランをもとに、利用者にはサービス利用票が、サービス事業者にはサービス提供票が、ケアマネジャー
から交付されます。

被保険者番号、住所、氏名、生年月日に
誤りがないか確認しましょう。

負担割合および適用期間を確認しましょう。

印

課税状況や所得、世帯構成の変更等によって、負担割合が変更となる場合があります。その場合は、あら
ためて変更後の「介護保険負担割合証」を交付いたします。

※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、所得金額調整控除、必要経費を
控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得
および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

※2「その他の合計所得金額」とは、※1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

利用者本人の市民税の課税状況と、本人および同じ
世帯にいる65歳以上の人の所得により決まります。
利用者負担の割合は、市から交付される「介護保険

負担割合証」に記載されています。
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本人の
合計所得金額※1が
220万円以上

本人の
合計所得金額※1が
160万円以上
220万円未満

年金収入+その他の合計所得金額※2

の合計額が単身世帯で280万円未満、
または2人以上の世帯で346万円未満

年金収入+その他の合計所得金額※2

の合計額が単身世帯で280万円以上、
または2人以上の世帯で346万円以上

年金収入+その他の合計所得金額※2

の合計額が単身世帯で280万円以上
340万円未満、
または2人以上の世帯で346万円以上
463万円未満

年金収入+その他の合計所得金額※2

の合計額が単身世帯で340万円以上、
または2人以上の世帯で463万円以上

本人の合計所得金額※1が160万円未満

市民税非課税の人

生活保護受給者

40～64歳の人（第2号被保険者）

利用者負担（負担割合の決まり方）

サービスの利用の仕方5-1

5-2

◎作成したケアプランに基づくサービス利用

◎費用の1割から3割が利用者負担
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要介護状態区分 支給限度額
（円／月額）

利用者負担額（円／月額）
1割負担 2割負担 3割負担

要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

※支給限度額は本来、「単位」として設定されていますが、上の表では、わかりやすく1単位10円として金額に
換算して表示しています。

※総合事業の事業対象者の支給限度額は、原則、要支援1と同じです。

利用者のみなさんが居宅介護支援事業者やサービス事業者等と契約を交わ
す必要がある場合は、以下のようなことに注意しましょう。

●契約が必要となるとき
介護（介護予防）サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用するまでの手順の中で、

次のようなときに事業者との契約が必要となります。

●こんなことに注意しましょう
　　　　　　　　　……  契約の目的となるサービスが明記されているか。
　　　　　　　　　……  利用者と事業者との間の契約となっているか。
　　　　　　　　　……  都道府県または市町村から指定された事業者か。
　　　　　　　　　……  利用者の状況に合ったサービス内容や回数か。ケアプランに位置づ

けるサービスについて、複数の事業所の紹介を求めることができる
ことの説明がされたか。

　　　　　　　　　……  在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となって
いるか。施設サービスは退所にともなう利用者の契約解除ができ
るか。

　　　　　　　　　……  利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されているかど
うか。また、介護保険法に基づいた金額となっているか。

　　　　　　　　　……  利用者からの解約が認められる場合およびその手続きが明記されて
いるか。利用者は、一定の予告期間をもって解約ができることとな
っているか。

　　　　　　　　　……  サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が
明記されているか。

　　　　　　　　　……  利用者および利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるよ
うになっているか。

契約書には上記以外にも様々な項目があります。よく読み、また不明なところは説明を受けて
確認しましょう。

介護保険施
設と直接契
約します
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サービスの種類によって、単価が4種類に分けられています。サービスの費用は、こ
の単価にサービスの内容によって定められている単位数を掛けて算出されます。

介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付され
る上限額（支給限度額）が決められています。利用者負担額は、支給限度額の1割から
3割となります。

■船橋市のサービス種類ごとの単価

■主な在宅サービスの支給限度額

単　価 サ ー ビ ス

10.84円 訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護／定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜
間対応型訪問介護／居宅介護支援

10.66円 訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／短期入所生活介護／認知
症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護／看護小規模多機能型居宅介護

10.54円
通所介護／地域密着型通所介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護
／認知症対応型共同生活介護／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護医
療院／地域密着型特定施設入居者生活介護／地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護

10.00円 居宅療養管理指導／福祉用具貸与
※上記サービスは介護予防を含みます。

サービス費用と支給限度額 事業者と契約をするときに注意すること5-3 5-4

こんなときは？こんなときは？
限度額を超えてサービスを利用する場合は…

介護サービスには要介護度に応じた上限（支給限度額）が決められますが、もしその上限
を超えるサービスを利用する場合は、その分については全額自己負担になります。高額介護
（介護予防）サービス費や高額医療合算介護（介護予防）サービス費の対象にもなりません。

－	28	－ －	29	－

5 

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
／
利
用
者
負
担

5 

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
／
利
用
者
負
担



●訪問を受けて、ご自宅で利用するサービス…………………… 31ページ
●日帰りで利用するサービス……………………………………… 36ページ
●短期間だけ施設に入所するサービス…………………………… 38ページ
●訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス…………………… 39ページ
●施設入所やグループホーム・有料老人ホームなど…………… 42ページ
●福祉用具と住宅改修……………………………………40〜41・88ページ

…		住み慣れた地域で暮らし続けるためのサービスです。そのため、原
則として他の市区町村の地域密着型サービスは利用できません。

…		介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）のことで、以下
のサービスがあります。

介護予防・生活支援サービス事業（対象者　　　　　　　　　　　  ）

一般介護予防事業　（対象者：65歳以上のすべての人）

■介護予防訪問型サービス……………………………………… 32ページ
■介護予防生活支援サービス…………………………………… 32ページ
■介護予防通所型サービス……………………………………… 36ページ
■介護予防運動機能向上デイサービス………………………… 36ページ
■介護予防ミニデイサービス…………………………………… 37ページ

■生き生きと若々しく過ごすための教室……………………… 44ページ
■ふなばしシルバーリハビリ体操推進事業…………………… 44ページ

地域密着

総合事業

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、
食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助
を行います。通院などを目的とした、乗降介助（介
護タクシー）も利用できます。

24時間安心して在宅生活が送れるよう、
巡回や通報システムによる夜間専用の訪問
介護を行います。

※	「生活援助」は、本人や家族が障害・疾病などのため、家事（掃除、洗濯、調理など）を行う
ことが困難な場合に利用します。単に同居家族がいるという理由で利用できないわけではあり
ませんので、サービスの利用につきましてはケアマネジャーにご相談ください。

※通院等のための乗車または降車の介助を利用する際の運賃は、自己負担となります。
※共生型の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも利用できます（44ページ参照）。

■訪問介護（ホームヘルプサービス）

■夜間対応型訪問介護

サービス費用のめやす	

身体介護（30分以上1時間未満）▶ 4,195円 420円
生活援助（20分以上45分未満） ▶ 1,940円 194円
通院等のための乗車または降車
の介助（片道につき） ▶ 1,051円 106円

サービス費用のめやす
基本料金 ▶ 1カ月10,720円 1,072円
定期的な訪問 ▶ 1回につき4,032円 404円
通報による訪問 ▶ 1回につき6,146円 615円

利用できるサービス5-5

◎介護保険で利用できるサービス ◎訪問を受けて、ご自宅で利用するサービス

要支援1・2 事業対象者

太枠 の金額は、1割負担の利用者が負担する額のめやすです。実際には加算がある場合など、利用
する事業所やサービス内容等により負担額は変わります。

要介護1～5

要介護1～5

地域密着
（※令和６年４月１日現在、船橋市内にはありません。）

サービスごとに記載されている「サービス費用のめやす」の金額は、サービス
利用時の基本料金であり、実際には加算がある場合など、利用する事業所やサー
ビス内容等により負担額は変わります。

太枠 の金額は、その基本料金に対し、1割負担の利用者が負担する額のめや
すです。
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利用者が自力では困難な行為につい
て、同居家族の支援や地域の支えあい・
支援サービスなどが受けられない場合
には、ホームヘルパーによるサービス
を提供します。

特に行動・心理症状が見受けられる認知症高齢者等の人が、介護保険の訪問介
護サービスと一体的に利用するサービスで、介護者不在時等の見守りや外出時の
同行支援などを行います。
※	利用条件等があるため、利用する際はケアマネジャーに相談してください。

介護職員と看護職員が家庭
を訪問し、浴槽を提供しての
入浴介護を行います。

掃除、洗濯、調理など、利用者や同
居家族で行うことが困難な場合には、
市の研修を修了した船橋市認定ヘル
パーが支援します。

■介護予防訪問型サービス
　（ホームヘルプサービス）

■認知症訪問支援サービス（船橋市独自のサービス）

■訪問入浴介護 ■介護予防訪問入浴介護

■介護予防生活支援サービス
　（家事援助）

サービス費用のめやす
週1回程度の利用　　　　要支援1・2・事業対象者 ▶ 1カ月 12,747円 1,275円
週2回程度の利用　　　　要支援1・2・事業対象者 ▶ 1カ月 25,463円 2,547円
週2回程度を超える利用　要支援1・2・事業対象者 ▶ 1カ月 40,400円 4,040円

サービス費用のめやす（1カ月10時間まで）

15分以下 ▶ 730円 73円
15分を超え30分以下 ▶ 1,460円 146円
↓（15分を増すごとに730円を加算）
9時間45分を超え10時間以下 ▶ 29,200円 2,920円

外出時の同行支援
15分以下 ▶ 1,490円 149円
15分を超え30分以下 ▶ 2,980円 298円
↓（15分を増すごとに1,490円を加算）
9時間45分を超え10時間以下 ▶ 59,600円 5,960円

サービス費用のめやす
45分未満のサービスを行った場合　　要支援1・2・事業対象者 ▶ 1,745円 175円
45分以上のサービスを行った場合　　要支援1・2・事業対象者 ▶ 2,146円 215円

総合事業

総合事業

要支援1・2

要支援1・2

要支援1・2

要支援1・2

事業対象者

事業対象者

要介護1～5

要介護1～5

サービス費用のめやす
要介護1～5 ▶ 13,723円 1,373円
要支援1・2 ▶ 9,279円 928円

太枠 の金額は、1割負担の利用者が負担する額のめやすです。実際には加算がある場合など、利用
する事業所やサービス内容等により負担額は変わります。
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疾患等を抱えている人につ
いて、看護師などが居宅を訪
問して、療養上の世話や診療
の補助を行います。

居宅での生活行為を向上させるた
めに、理学療法士や作業療法士、言
語聴覚士が訪問によるリハビリテー
ションを行います。

医師、歯科医師、薬剤師、管
理栄養士などが居宅を訪問し、
療養上の管理や指導を行います。

■訪問看護

■訪問
　リハビリテーション ■居宅療養管理指導

■介護予防訪問看護

■介護予防訪問
　リハビリテーション ■介護予防居宅療養管理指導

要支援1・2

要支援1・2 要支援1・2

要介護1～5

要介護1～5 要介護1～5

サービス費用のめやす
訪問看護ステーションから
（30分以上1時間未満）

要介護1～ 5 ▶ 8,921円 893円
要支援1・2 ▶ 8,606円 861円

病院または診療所から
（30分以上1時間未満）

要介護1～ 5 ▶ 6,222円 623円
要支援1・2 ▶ 5,994円 600円

サービス費用のめやす（月単位の定額）

要介護1～5
（介護・看護利用者） ▶ 86,134円～306,750円 8,614円～ 30,675円

要介護1～5
（介護利用者） ▶ 59,034円～267,661円 5,904円～ 26,767円

サービス費用のめやす（1回につき）

要介護1～5 ▶ 3,283円 329円
要支援1・2 ▶ 3,176円 318円

サービス費用のめやす（1回につき）

医師による指導 ▶ 5,150円 515円
歯科医師による指導 ▶ 5,170円 517円

※要介護・要支援は同額

日中・夜間を通じて訪問介護と訪
問看護を一体的に、またはそれぞれ
が密接に連携しながら、定期巡回訪
問と随時対応を行います。

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護
要介護1～5

地域密着

太枠 の金額は、1割負担の利用者が負担する額のめやすです。実際には加算がある場合など、利用
する事業所やサービス内容等により負担額は変わります。

－	34	－ －	35	－

5 

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
／
利
用
者
負
担

5 

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
／
利
用
者
負
担



◎日帰りで利用するサービス

運動器の機能向上を目的として、機能訓練等を行う短時間型のデイサービスです。

■介護予防運動機能向上デイサービス

サービス費用のめやす（1回につき）

要支援1 ▶ 3,678円 368円
要支援2 ▶ 3,773円 378円

総合事業
要支援1・2 事業対象者

少人数で生活圏域に密着した通所介護施設（利用定員19人未満）で、食事、入
浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

■地域密着型通所介護

サービス費用のめやす（7時間以上8時間未満）

要介護1～5 ▶ 7,936円～13,828円 794円～1,383円

要介護1～5

地域密着

※	共生型の指定を受けた障害福祉
サービス事業所でも利用できます
（44ページ参照）。

通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行う
ほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス（生活機能向上グループ活動、
運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など）を提供します。

■介護予防通所型サービス（デイサービス）

サービス費用のめやす（月単位の定額）

要支援1 ▶ 18,950円 1,895円
要支援2 ▶ 38,165円 3,817円

総合事業
要支援1・2 事業対象者

※		事業対象者の人については、
週1回程度の利用の場合は要
支援1と、週2回程度必要な場
合は要支援2と同じです。

※		事業対象者の人については、
週1回程度の利用の場合は要
支援1と、週2回程度必要な場
合は要支援2と同じです。

閉じこもり予防や自立支援を目的として、運動やレ
クリエーションを提供します。（地区社会福祉協議会
が行っているミニデイサービスとは異なります。）

■介護予防ミニデイサービス 総合事業
要支援1・2 事業対象者

サービス費用のめやす（1回につき）

要支援1 ▶ 3,446円 345円
要支援2 ▶ 3,530円 353円

※		事業対象者の人については、週1回程度の利用の場合は
要支援1と、週2回程度必要な場合は要支援2と同じです。

地域密着

認知症の人のためのデイサービスです。通所介護施設等で食事、入浴などの日
常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

■認知症対応型
　通所介護

■介護予防認知症
　対応型通所介護

要支援1・2要介護1～5

サービス費用のめやす
単独型の場合（7時間以上8時間未満）

要介護1～5 ▶ 10,596円～15,211円 1,060円～1,522円
要支援1 ▶ 9,178円 918円
要支援2 ▶ 10,244円 1,025円

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生
活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

■通所
　リハビリテーション

■介護予防
　通所リハビリテーション

要支援1・2要介護1～5

サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合（6時間以上7時間未満）

要介護1～5 ▶ 7,621円～13,751円 763円～1,376円
要支援1 ▶ 1カ月24,176円 2,418円
要支援2 ▶ 1カ月45,070円 4,507円

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支
援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

■通所介護（デイサービス）
要介護1～5

※	共生型の指定を受けた障害福祉
サービス事業所でも利用できます
（44ページ参照）。

サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合（7時間以上8時間未満）

要介護1～5 ▶ 6,935円～12,099円 694円～1,210円

利用するときの注意点
※食費、日常生活費がかかる場合は、全額自己負担となります。

太枠 の金額は、1割負担の利用者が負担する額のめやすです。実際には加算がある場合など、利用
する事業所やサービス内容等により負担額は変わります。
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利用するときの注意点
※連続した利用は30日までとなります。
※	連続して30日を超えない利用であっても、利用日数は要介護認定等の有効期間のお
おむね半数を超えないことがめやすとなります。

※食費、滞在費、日常生活費は全額自己負担となりますが、食費、滞在費については
所得等に応じてその負担を軽減する制度がございます。詳細は47ページをご覧くだ
さい。

◎訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス

◎短期間だけ施設に入所するサービス

介護老人福祉施設などに短期間入所した利用者
に、日常生活上の支援や機能訓練などを提供します
（ショートステイ）。

介護老人保健施設などに短期間入所した利用者に、
医学的な管理のもとに日常生活上の支援や機能訓練な
どを提供します。

■短期入所生活介護

■短期入所療養介護

■介護予防短期入所生活介護

■介護予防短期入所療養介護

要支援1・2

要支援1・2

サービス費用のめやす（1日につき）
介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合
要介護1～5 ▶ 6,427円～9,423円 643円～943円
要支援1 ▶ 4,807円 481円
要支援2 ▶ 5,980円 598円

サービス費用のめやす（1日につき）
介護老人保健施設（多床室・基本型）の場合
要介護1～5 ▶ 8,748円～11,088円 875円～1,109円
要支援1 ▶ 6,461円 647円
要支援2 ▶ 8,157円 816円

※共生型の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも利用できます（44ページ参照）。

要介護1～5

要介護1～5

地域密着

地域密着

通いを中心に、利用者の状況に応じて訪問サービスや泊まりのサービスを組み
合わせ、多機能な介護サービスを行います。

利用者の状況に応じて、通い、訪問介護、訪問看護および宿泊を組み合わせた
柔軟なサービスを行います。

■小規模多機能型
　居宅介護

■看護小規模多機能型居宅介護

■介護予防小規模
　多機能型居宅介護

要支援1・2要介護1～5

要介護1～5

サービス費用のめやす（月単位の定額）

要介護1～5 ▶ 111,482円～290,047円 11,149円～29,005円
要支援1 ▶ 36,777円 3,678円
要支援2 ▶ 74,321円 7,433円

サービス費用のめやす（月単位の定額）

要介護1～5 ▶ 132,685円～334,809円 13,269円～33,481円

（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所ご自宅

訪問 通い

宿泊

職員

ご本人様

訪問介護
訪問看護

泊まり
通い

ご自宅

利用するときの注意点
※食費、宿泊費、日常生活費は、全額自己負担となります。

太枠 の金額は、1割負担の利用者が負担する額のめやすです。実際には加算がある場合など、利用
する事業所やサービス内容等により負担額は変わります。
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◎福祉用具と住宅改修

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合に、20万円を限度
にその9割から7割（18万円から14万円まで）が介護保険から支給されます。

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に、年間で10万円を限
度にその9割から7割（9万円から7万円まで）が介護保険から支給されます。

※	車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、
体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装
置について、要支援1・2	および要介護1	の人は原則として保険給付の
対象となりません。また、自動排泄処理装置（尿および便を自動的に吸
引するもの）については、原則として要介護4・5	の人が保険給付の対
象となります。

●�この制度を利用された方は他に高齢者住
宅改造資金の助成をご利用いただける場
合がございます。（88ページ参照）

※	都道府県等から指定を受けた福祉用具販売事業所から購入します。
　事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。
※★の品目は、貸与（レンタル）か購入かを選択できます。

◆対象品目
●車いす　●車いす付属品　●特殊寝台　●特殊寝台付属品
●床ずれ防止用具　●体位変換器　●手すり（工事をともなわないもの）
●歩行器　●歩行補助つえ　●スロープ（工事をともなわないもの）
●認知症老人徘徊感知機器　●移動用リフト（つり具の部分を除く）
●自動排泄処理装置

◆対象となる工事
①手すりの取り付け
　転倒予防や移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。
②段差の解消
　	居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付
け、または、床全体のかさ上げなどを行います。

③床材の変更
　	廊下・浴室などの床を滑りにくい材質に変更したり、つまずきやすい畳の部
屋のフローリング等への変更などを行います。

④引き戸等への扉の取替え
　	開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすい
ものに取り替えます。

⑤洋式トイレへの便器の取替え等
　	和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレへの取り替えや、利用しやす
い位置や向きの変更を行います。

⑥付帯工事
　	上記①～⑤の工事に付帯して必要となる工事。例えば、手すりを取り付ける
壁面の補強などが考えられます。

※介護保険課への事前の申請が必要です。
※住民登録地以外の住宅改修や入院（入所）中は保険対象外です。

◆対象品目
●腰掛便座（ポータブルトイレなど）	 ●自動排泄処理装置の交換可能部品
●排泄予測支援機器	 ●入浴補助用具（入浴用イスなど）
●簡易浴槽	 ●移動用リフトのつり具の部分
●	歩行器（脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器を
いい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。）★

●	歩行補助つえ（カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、
プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。）★

●	スロープ（主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを
要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のも
のは除く。）★

■福祉用具貸与
■住宅改修費

■特定福祉用具販売

■介護予防福祉用具貸与
■介護予防住宅改修費

■特定介護予防福祉用具販売

要支援1・2

要支援1・2

要支援1・2

要介護1～5

要介護1～5

要介護1～5

サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
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◎施設入所やグループホーム・有料老人ホームなど

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に対
して、日常生活上の支援や介護を行います。

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハ
ビリテーションを中心としたケアを行います。

長期の療養を必要とする人に対して、医療と日常生
活上の世話（介護）を行います。

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

■介護老人保健施設（老人保健施設）

■介護医療院

サービス費用のめやす（1カ月につき）

要介護1～5　多床室 ▶ 186,241円～275,410円 18,625円～27,541円
要介護1～5　ユニット型個室 ▶ 211,854円～301,971円 21,186円～30,198円

サービス費用のめやす（1カ月につき）

要介護1～5　多床室〔基本型〕 ▶ 250,746円～319,994円 25,075円～32,000円
要介護1～5　ユニット型個室〔基本型〕▶ 253,592円～321,891円 25,360円～32,190円

サービス費用のめやす（1カ月につき）

要介護1～5　多床室 ▶ 263,394円～434,775円 26,340円～43,478円
要介護1～5　ユニット型個室 ▶ 265,608円～434,458円 26,561円～43,446円

要介護3～5

要介護1～5

要介護1～5

※	要介護1・2の人も特例的に入
所申込できる場合があります。

（※令和6年4月1日現在、船橋市内にはありません。）

有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が29人以下の小規模な介護専
用型特定施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを行います。

■地域密着型特定施設入居者生活介護

サービス費用のめやす（1カ月につき）

要介護1～5 ▶ 172,645円～259,284円 17,265円～25,929円

要介護1～5

地域密着

入所定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、日
常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを行います。

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

サービス費用のめやす（1カ月につき）

要介護1～5　多床室 ▶ 189,720円～280,469円 18,972円～28,047円
要介護1～5　ユニット型個室 ▶ 215,648円～307,030円 21,565円～30,703円

要介護3～5 ※	要介護1・2の人も特例的に入所申込できる場合があります。

地域密着

認知症の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの
介護サービスを行います（グループホーム）。

■認知症対応型
　共同生活介護

■介護予防認知症対応型
　共同生活介護

サービス費用のめやす（1カ月につき）

要介護1～5 ▶ 238,098円～267,189円 23,810円～26,719円
要支援2 ▶ 236,833円 23,684円

要介護1～5

地域密着

要支援2

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を行います。

■ 特定施設入居者
生活介護

■ 介護予防特定施設
　入居者生活介護

サービス費用のめやす（1カ月につき）

要介護1～5 ▶ 171,380円～257,070円 17,138円～25,707円
要支援1 ▶ 57,864円 5,787円
要支援2 ▶ 98,970円 9,897円

要介護1～5 要支援1・2

利用するときの注意点
※食費、居住費、日常生活費は、全額自己負担となります。
※介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院）に入所してい
る方の食費、居住費については、所得等に応じてその負担を軽減する制度がござい
ます。詳細は47ページをご覧ください。

※市内の介護保険施設は110～112ページをご覧ください。また、市外の施設に入所
される場合にも、原則として市の介護保険の対象となります。（11ページ参照）

太枠 の金額は、1割負担の利用者が負担する額のめやすです。実際には加算がある場合など、利用
する事業所やサービス内容等により負担額は変わります。
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利用者が同じ月に受けた介護保険サービスの利用者負担の世帯合計額が、下表の上
限額を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた分を高額介護（介護予防）サ
ービス費として支給します。ただし、認知症訪問支援サービス、福祉用具購入費、住
宅改修費および利用者が負担する食費、居住費、日常生活費は、高額介護サービス費
の対象に含みません。

また、市民税非課税世帯の人は、所得に応じて個人単位の上限額が定められています。
※市から送付される「介護保険高額介護（予防）サービス費支給申請書」を提出してください。一度申請されますと、

以後の申請は不要となります。

●利用者負担の月の上限を超え、申請により市が認めたときは、超えた分を高額介護予防サービス費相当事業費
として支給します。

● 46 ページに関連して、医療保険および介護保険の両制度における自己負担額の合計額（毎年 8 月～翌年 7 月
までの総額）が一定の上限額を超えた場合、高額医療合算介護予防サービス費相当事業費として支給します。

総合事業の介護予防・生活支援サービス（32、36、37ページ参照）を利用した場合

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
市民税課税世帯

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上の65歳以上の人がいる世帯 140,100円 世帯

課税所得380万円（年収約770万円）～課税所得690万円（年収約1,160
万円）未満の65歳以上の人がいる世帯 93,000円 世帯

課税所得380万円（年収約770万円）未満 44,400円 世帯

市民税非課税世帯 24,600円 世帯

・ 課税年金収入額およびその他の合計所得金額（P27※2参照）の合計が
80万円以下の人

・老齢福祉年金の受給者
15,000円 個人

・生活保護の受給者
・ 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない

場合

15,000円 世帯
15,000円 個人

生き生きと若々しく過ごすための教室
短期間（5回コース）で集中して取り組む教室で、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能

の向上、認知症予防等の日常生活を健康に過ごすための運動を行います。
開催日時、開催場所は市の広報等でお知らせします。

①筋力とバランス能力を鍛える転倒予防5回コース
　	ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレー

ニングなどを行います。
②転倒予防・お口の健康づくり5回コース
　摂食・えん下機能を向上させる口腔体操や有酸素運動等を行います。
③転倒予防・脳トレ5回コース
　認知症予防についてのお話や、予防に有効な有酸素運動等やゲームなどを行います。
④柔道整復師運動型5回コース
　運動機能向上のお話や、ストレッチ・有酸素運動・簡易な器具を用いた運動実技を行います。
●お問い合わせ　健康づくり課　☎047-409-3817

ふなばしシルバーリハビリ体操推進事業
高齢者がいつまでもいきいきとした生活を続けられるよう、自らが自発的に健康づくり

や介護予防に取り組み、健康寿命を延伸することを目的に、いつでも、どこでも、どなたで
もできるふなばしシルバーリハビリ体操教室を実施します（体操普及事業）。また、ふなば
しシルバーリハビリ体操を指導する体操指導士を市民の中から募って養成する講習会も開催
します（体操指導士養成事業）。市民自らが体操の指導士となり、自らの健康づくりに加え、
ボランティアとして身近な地域で体操教室などを開催し、地域住民にふなばしシルバーリハ
ビリ体操を教えることを通じて、地域の健康づくりを促進するための活動を行います。
①ふなばしシルバーリハビリ体操教室（体操普及事業）
　●対象となる人	 市民　※原則として65歳以上
　●日時および会場  公民館、町会・自治会館など（市の広報、ホームペー

ジ、チラシなどでお知らせします）。
　●お問い合わせ 健康づくり課　☎047-409-3817
②ふなばしシルバーリハビリ体操初級指導士養成講習会（体操指導士養成事業）
　●対象となる人  市民または市内在勤の人　※市内各地域でボランティアとして活動

できる人
　●日時および会場 市の広報、ホームページ、チラシなどでお知らせします。
　●お問い合わせ 健康づくり課　☎047-409-3817

〈一般介護予防事業〉65歳以上の人が利用できます

〈一般介護予防事業〉65歳以上の人が利用できます

《無料》

《無料》

高額介護（介護予防）サービス費の利用者負担上限額（月額）

利用者負担を軽減する制度5-6

◎高額介護（介護予防）サービス費の支給
共生型サービスとは…
障害福祉サービスを利用している人が65歳になって介護保険を利用することになった場合でも、引き続き使い慣れた同じ

事業所でサービスが利用できるように、障害福祉の事業所が介護保険の事業所としての指定を受けやすくするものです。
対象となるサービスは訪問介護（31ページ）、通所介護・地域密着型通所介護（36ページ）、（介護予防）短期入所生活介

護（38ページ）です。
※サービス費用のめやすは事業者により若干異なります。

総合事業

総合事業
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各医療保険（国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療）における世帯内で、医
療保険および介護保険の両制度における自己負担の合計額（毎年8月～翌年7月までの
総額）が一定の上限額を超えた場合、その超えた部分の金額を支給します。 

〈70歳以上の人がいる世帯〉

所得区分
後期高齢者医療制度

＋
介護保険

〈75歳以上の人がいる世帯〉

国民健康保険
＋

介護保険
〈70歳～74歳の人がいる世帯〉

現役並み所得者
（上位所得者）

Ⅲ 課税所得690万円以上 212万円 212万円
Ⅱ  課税所得380万円以上

690万円未満 141万円 141万円

Ⅰ  課税所得145万円以上
380万円未満 67万円 67万円

一般 56万円 56万円

低所得
（市民税非課税世帯）

Ⅱ 世帯全員※1が市民税非課税 31万円 31万円
Ⅰ  世帯全員※1が市民税非課税  

で所得が一定基準以下※2 19万円※3 19万円※3

※1 国民健康保険の場合は、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税であることが条件です。
※2 収入例：世帯員が一人で年金収入のみの場合、80万円以下。または老齢福祉年金の受給者。
※3　介護サービス利用者が世帯に複数いる場合、限度額の適用方法が異なる場合があります。

〈70歳未満の人がいる世帯〉

所得区分 国民健康保険＋介護保険基礎控除後の総所得金額等
ア 901万円超 212万円
イ 600万円超～ 901万円以下 141万円
ウ 210万円超～ 600万円以下 67万円
エ 210万円以下 60万円
オ（市民税非課税世帯） 34万円

※上記は後期高齢者医療制度および国民健康保険の所得区分となります。
　被用者保険の方は、ご加入されている医療保険にお問い合わせください。

自己負担の合計額とは…
医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護（介護予防）サービス費等

の適用を受けたあとの自己負担の合計額。ただし、認知症訪問支援サービス、
福祉用具購入費、住宅改修費および利用者が負担する食費、居住費、日常生活
費は含みません。

介護保険施設（42ページをご覧ください。）やショートステイ（短期入所生活介護・
短期入所療養介護）を利用した場合の食費・居住費（滞在費）は利用者の負担となり
ますが、低所得の人の施設入所やショートステイの利用が困難とならないように、申
請により一定額以上は保険給付の対象となります。低所得の人は所得に応じた負担限
度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は特定入所者介護サービス費と
して、介護保険から給付します。市に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出して
ください。

次のすべてに該当する人

●市民税非課税世帯に属していること
（ただし、住所が異なる配偶者※1が市民税課税である場合には対象外です。）
●預貯金等※2の金額が、次の表の要件を満たすこと

食　費 居住費等
介護保険
施設

ショート
ステイ

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室 従来型個室 多床室

基準費用額※ 1,445円 2,066円 1,728円 1,728円
（1,231円）

437円
（915円）

階
段
担
負
者
用
利 第1段階 300円 300円 880円 550円 550円

（380円） 0円

第2段階 390円 600円 880円 550円 550円
（480円） 430円

第3段階① 650円 1,000円
1,370円 1,370円 1,370円

（880円） 430円
第3段階② 1,360円 1,300円

（　）内の金額は、介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
※基準費用額とは、施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定められる額です。

利用者負担段階 預貯金等の金額（65歳以上）

第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

1,000万円以下
（配偶者と合わせて2,000万円以下）

第2段階 年金収入額とその他の合計所得金額の
合計※3が年間80万円以下

650万円以下
（配偶者と合わせて1,650万円以下）

第3段階① 年金収入額とその他の合計所得金額の
合計が年間80万円を超え120万円以下

550万円以下
（配偶者と合わせて1,550万円以下）

第3段階② 年金収入額とその他の合計所得金額の
合計が年間120万円超

500万円以下
（配偶者と合わせて1,500万円以下）

65歳未満の人は年金収入額等にかかわらず1,000万円以下（配偶者と合わせて2,000万円以下）
※１　配偶者には、事実上の婚姻関係にある者を含みます。
※２　有価証券や現金（タンス預金）等も含みます。
※３　年金収入額は、非課税年金（遺族年金、障害年金等）を含みます。その他の合計所得金額は27ページ※２参照。

※施設が定める食費および居住費が基準費用額を下回る場合は、施設の定める額と負担限度額の差額を給付します。

◎高額医療合算介護（介護予防）サービス費の支給 ◎施設での食費・居住費（滞在費）を軽減する制度

■負担限度額【高額医療・高額介護合算制度の年間自己負担限度額】
■対象となる人（市への申請が必要となります。）

■負担限度額および基準費用額（1日当たり）
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次の対象となるサービスを利用した場合、利用者負担額（保険給付分）の4割を助成します。

 

次のすべてに該当する人

●生活保護を受けていないこと。 
●年間収入が単身世帯で 150 万円以下であること（同一住所の世帯人数が 1 人増えるごと

に 50 万円を加算した額） 。
●預貯金等が単身世帯で 350 万円以下であること（同一住所の世帯人数が 1 人増えるごと

に 100 万円を加算した額）。

●訪問介護　●訪問看護　●訪問リハビリテーション　●訪問入浴介護　●通所介護　 
●通所リハビリテーション　●定期巡回・随時対応型訪問介護看護　●夜間対応型訪問介護 
●認知症対応型通所介護　●小規模多機能型居宅介護　●看護小規模多機能型居宅介護 
●福祉用具貸与　●認知症訪問支援サービス　●地域密着型通所介護 
●介護予防訪問型サービス　●介護予防通所型サービス　●介護予防生活支援サービス 
●介護予防運動機能向上デイサービス　●介護予防ミニデイサービス

（対象となるサービスに介護予防がある場合も対象になります。）

災害や生計中心者の失業などにより、世帯の収入が減少（一定の基準あり）したこ
とで、介護保険サービスを利用した際の利用者負担額（保険給付分）の支払いが困難
であると市が認めた場合、一定の期間、その利用者負担額を減額します。（市への申請
が必要となります。）

居宅介護（介護予防）サービス費、地域密着型介護（介護予防）サービス費、施設介護サービ
ス費、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費、居宅介護（介護予防）住宅改修費

また、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業（32、36、37 ページ参照）についても対象
となります。
※申請は、事由が発生した日から 3 カ月以内です。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。

■対象サービス

■対象となるサービス

■対象となる人（市への申請が必要となります。）

■対象となる人（市への申請が必要となります。）

◎社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度 ◎災害等にともなう利用者負担の軽減制度

◎船橋市独自の利用者負担助成制度

社会福祉法人等が運営する特別養護老人ホームへの入所やショートステイを利用し
た場合、利用者負担額の25%（老齢福祉年金受給者は50%）を、サービス提供した事
業者が軽減する制度です。

世帯全員が市民税非課税で、次のすべてに該当する人

●	年間収入が単身世帯で150万円以下であること（世帯員が1人増えるごとに50
万円を加算した額）。

●	預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること（世帯員が1人増えるごと
に100万円を加算した額）

●日常生活に供する資産（居住のための土地・家屋）以外に活用資産がないこと。
●市民税課税者に扶養されていないこと。　
●介護保険料を滞納していないこと。
●	負担限度額（施設の食費・居住費の軽減）の認定者であること（47ページをご
覧ください）。

※	すべての事業者で利用できる制度ではありませんので、利用にあたっては、110～111ペー
ジをご覧ください。

※	食費・居住費（滞在費）については25％（老齢福祉年金受給者は50％）が軽減されます。
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